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は じ め に

高知県では、がんが昭和59年から死亡原因の第１位となっており、高齢化の進行により今後も

増加していくと推測されます。

このため県では、平成19年３月に「高知県がん対策推進条例」を制定するとともに、平成20

年３月には「高知県がん対策推進計画」を策定し、がん対策に取り組んでまいりました。

その後、平成22年２月に策定した「日本一の健康長寿県構想」の中でも、がん対策を重点施策

として位置付け、令和６年３月には令和６年度から令和11年度までの６年を計画期間とする「第

４期高知県がん対策推進計画」を策定して、新たな課題にも取り組んでいるところです。

効果的ながん対策を検討・実行するためには、がんの罹患率、死亡率、生存率などにより正確

ながんの実態を把握することが必要不可欠です。そのため、昭和48年に高知県医師会により開始

された地域がん登録を、その後、高知県が実施主体となり事業を継続しています。

平成22年度には、国立がん研究センターの標準データベースシステムを導入し、平成24年度

からは遡り調査を開始するなど、登録精度の向上にも取り組んでいます。

一方、平成28年１月には「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、国内におけるがんの

罹患、診療、転帰等に関する情報を国が一元管理する「全国がん登録」が開始されました。この

全国がん登録では、地域がん登録では把握が困難であった県外の医療機関を受診した患者の情報

収集が可能となることから、登録精度がさらに向上すると考えています。

このたび、令和３年（2021年）の登録データが集計できましたので、今後、全国がん登録事業

にご協力いただきました医療機関をはじめとする関係の皆様にご活用していただければ幸いです。

最後に、データ収集に当たり多大なご協力をいただきました医療機関の関係の皆様に厚くお礼

を申し上げますとともに、登録精度の向上のため、今後とも本事業の推進に向けて、なお一層の

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和７年12月

高知県健康政策部長

中嶋 真琴
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Ⅰ 全国がん登録と高知県における取り組み 

 

１ がん登録の概要と沿革 

  がん登録は、がんの罹患（病気にかかること）、治療及び転帰等の状況を登録・把握

し、分析する仕組みであり、がんの患者数、罹患率、受療割合、生存率といった治療効

果の把握等がん対策の基礎となるデータを記録し、保存することをいう。がん対策を科

学的知見に基づいて推進するために極めて重要な制度である。 

高知県のがん登録は、1973年に高知県医師会によって開始された「地域がん登録」に

遡る。2005 年には高知県が実施主体（高知県医師会へ委託）となり、2009 年 4 月には、

登録事業の委託先が都道府県がん診療連携拠点病院として指定されている高知大学医学

部附属病院に変更された。2010 年 12 月には、地域がん登録の標準データベースシステ

ムが導入され、2007年１月１日以降に診断された患者が登録された。 

2013年に「がん登録等の推進に関する法律」（以下「がん登録推進法」という。）が成

立し、2016年から施行されたことによって、2016年１月１日以降にがんと診断された患

者の登録は、「全国がん登録」の枠組みの中で都道府県がん登録として実施されている。

「全国がん登録」とは、国・都道府県、市町村、病院、がんに係る調査研究を行う者等

による利用に供するため、国が国内におけるがんの罹患、治療、転帰等に関する情報を

データベースに記録し、保存するものである。全国がん登録で取り扱う情報には、個人

情報等の機微な情報も多く含まれるため、情報の適切な管理や目的外利用の禁止、情報

漏洩時の罰則等が規定されている。 

 

２ 方法 

（１）情報収集と登録の方法 

全国がん登録においては、全国の全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」

という。）は、所在する都道府県のがん登録室（高知県においては高知大学医学部附属

病院に設置）へがん患者の罹患情報を届け出することが義務づけられている。 

各都道府県がん登録室は、医療機関から得た患者のがんに関する情報を整理し(項目

漏れ､記載ミスの是正､同じ患者･同じがんのデータの統合等)、国に設置されたデータベ

ースシステムにオンライン入力する。 

都道府県が入力した患者のがんに関する情報を整理し(都道府県間のデータ統合)､全

国がん登録データベースに記録することによって､全都道府県のデータが国で一元管理

される。 

 

（２）登録対象 

    各病院等で 2021 年にがんの初回の診断・治療が行われた者のうち、原則として 2022

年 12月 31日までに各病院等から高知県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告

される 2021 年の死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者が対象となる。病

院等からの届出の対象となるがんの種類はがん登録推進法施行規則第１条に規定され

ている。 
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（３）集計・解析 

   高知県がん登録室は、全国がん登録データベースに記録されている情報のうち、住所

地が高知県の患者の情報について集計・解析を行う。本冊子の数値は、国が 2025 年 2

月 19日に年次確定したデータを集計した結果に基づく。なお、二次医療圏別の集計は、

患者の住所情報に基づいて行った。 

 
（出典：国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」ホームページ） 

 

３ 登録精度指標  

（１）登録の完全性の指標 

死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例（Death Certificate 

Notification（DCN））のうち、死亡診断を行った病院等に対する遡り調査が行われ、が

んでないことが確認された症例を除外した残りが死亡情報を契機に登録されたがん

（Death Certificate Initiated（DCI））として登録される。DCI のうち、該当症例の診

断・治療情報を得られなかったものを死亡情報のみの症例（Death Certificate Only

（DCO））という。 

登録の完全性の指標の一つである DCI の割合（DCI％）は、2021 年は 2.7％（上皮内

がんを含むと 2.4％）であった。 

 がん罹患数はある集団で一定期間に新たにがんと診断された数を指し、遡り調査なし

で病院等から届出された症例、遡り調査によりがんの診断が確認できた症例、そして遡

り調査後も死亡情報のみ（DCO）の症例の合計である。 

死亡罹患比（MI 比、Mortality/Incidence ratio）は登録の完全性のもう一つの指標で

あり、全がんで 0.5 以下が妥当な値と推計されている。2021 年の MI 比は 0.40 であっ

た。 
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図１ 部位別の DCIと DCOの割合（％）、M/I比（上皮内がんを除く） 2021年 

(Ⅱ付表 表 9-Aのデータをもとに作成） 

 

部位 DCI% DCO% M/I比
全部位 2.7 1.6 0.40
口腔・咽頭 1.9 0.6 0.30
食道 0.6 0.0 0.44
胃 2.3 1.6 0.38
大腸（結腸・直腸） 2.6 0.9 0.34
結腸 3.1 1.1 0.35
直腸 1.5 0.6 0.32
肝および肝内胆管 5.8 3.5 0.60
胆のう・胆管 6.3 1.1 0.85
膵臓 4.5 1.8 0.85
喉頭 2.5 2.5 0.13
肺 3.4 2.3 0.59
皮膚 0.0 0.0 0.08
乳房 0.7 0.5 0.15
子宮 2.0 2.0 0.28
子宮頸部 0.0 0.0 0.40
子宮体部 2.2 2.2 0.17
卵巣 4.5 4.5 0.51
前立腺 1.4 1.1 0.17
膀胱 3.8 2.3 0.47
腎・尿路（膀胱除く） 3.3 1.9 0.35
脳・中枢神経系 0.0 0.0 0.78
甲状腺 0.0 0.0 0.10
悪性リンパ腫 2.6 2.2 0.37
多発性骨髄腫 2.0 2.0 0.49
白血病 3.4 2.6 0.57
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（２）登録の正確性の指標 

 顕微鏡学的診断（Microscopically Verified cases（MV））の割合（MV%）が用いられ

る。顕微鏡学的診断には、組織診の他に細胞診も含まれ、造血組織のがんの場合には、

骨髄像の検査、末梢血液の検査も含まれる。2021 年の MV%は 85.3％であった（上皮内

がんを含むと 86.6％）。 

 

図２ 部位別の MVの割合（％）（上皮内がんを除く）2021年  

（Ⅱ付表 表 9-Aのデータをもとに作成） 

 

部位 MV%
全部位 85.3
口腔・咽頭 95.6
食道 93.9
胃 94.6
大腸（結腸・直腸） 92.3
結腸 91.1
直腸 94.8
肝および肝内胆管 35.8
胆のう・胆管 58.3
膵臓 56.2
喉頭 97.5
肺 81.0
皮膚 98.2
乳房 97.7
子宮 94.6
子宮頸部 98.2
子宮体部 94.6
卵巣 88.1
前立腺 85.8
膀胱 87.8
腎・尿路（膀胱除く） 79.4
脳・中枢神経系 86.1
甲状腺 96.7
悪性リンパ腫 94.3
多発性骨髄腫 89.8
白血病 98.3
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（３）登録精度指標の年次推移 

2021 年の DCI の割合は 2.7％（上皮内がんを含むと 2.4％）で、2020 年の値 2.4％（上

皮内がんを含むと 2.2％）と比較して、0.3 ポイント（上皮内がんを含むと 0.2 ポイント）

増加した。2021 年の DCO の割合は 1.6％（上皮内がんを含むと 1.4％）で、2020 年の値

1.2％（上皮内がんを含むと 1.1％）より 0.4 ポイント（上皮内がんを含むと 0.3 ポイント）

増加した。2021 年の MI 比は 0.40 で、2020 年の値 0.41 より 0.01 ポイント減少した。 

2021 年の MV%は 85.3％（上皮内がんを含むと 86.6％）で、2020 年の値 85.6％（上皮

内がんを含むと 86.8％）より 0.3 ポイント（上皮内がんを含むと 0.2 ポイント）減少した。 

 表１に主要部位別に登録精度の年次推移を示した。 
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表１．主要部位別登録精度の年次推移 

2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
全部位 2.4 2.7 1.2 1.6 0.41 0.40 85.6 85.3
胃 2.1 2.3 1.0 1.6 0.39 0.38 94.0 94.6
大腸（結腸・直腸） 1.5 2.6 0.7 0.9 0.32 0.34 93.3 92.3
肝および肝内胆管 4.1 5.8 3.3 3.5 0.80 0.60 30.9 35.8
肺 3.8 3.4 1.6 2.3 0.66 0.59 79.8 81.0
乳房 1.1 0.7 1.1 0.5 0.16 0.15 96.6 97.7
子宮 1.1 2.0 0.6 2.0 0.21 0.28 97.7 94.6
前立腺 0.2 1.4 0.2 1.1 0.15 0.17 88.7 85.8

　　　＊上皮内がんを含まない

ＤＣI ％ ＤＣＯ ％ ＭI比 ＭＶ ％

 

 

【コラム】地域がん登録と全国がん登録の比較 

がん登録資料に基づく罹患数の計測値は、真の罹患数を反映しているとは限らず、罹患

の把握状況に影響を与える様々な因子に左右される。地域がん登録と全国がん登録とでは、

罹患の把握状況に影響を与える因子への対応が異なるため、地域がん登録資料による 2015

年までの罹患数と、全国がん登録資料による 2016 年以後の罹患数とを比較する際には、

比較が容易ではないことに注意する必要がある。 

 

表２．地域がん登録と全国がん登録での罹患の把握状況に影響を与える主な因子への対応

の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因 子 地域がん登録 

（2015 年までの罹患者が対象） 

全国がん登録 

（2016 年以後の罹患者が対象） 

病院等の届出義

務 

なし 

 

あり 

 

DCN 症例（死亡

者情報票と突合

して届出がない

ことが判明した

症例）の診断日 

DCN 症例すべてについて診断日

を死亡日にして罹患数を計測

（DCN 症例を通して、罹患集計

の対象年より前の罹患者が含ま

れることとなる） 

DCN 症例のうち、遡り調査でが

んが確認された症例については、

確認された診断日を採用して罹

患数を計測（DCO 症例にのみ罹

患集計の対象年より前の罹患者

が含まれることとなる） 

都道府県間の 

情報移送 

なし（例外的な実施はあり） 

・他の都道府県に住所地がある患

者の情報を当該都道府県へ移送

することも、また、他の都道府県

の病院等で診断・治療を受けた患

者の情報の移送を受けることも、

原則としてなかった。 

・異なる都道府県間で同一人物が

届け出られたとしても、都道府県

間での照合は行われなかった。 

あり 

・病院等の所在地の都道府県がん

登録に届け出られた情報が全国

がん登録データベースに集積さ

れ、患者住所地に基づき集計され

る。 

 

-5-



４ 罹患 

（１）部位別の罹患割合 

2021 年のがん罹患数は、6,548 件であった。うち男性は 3,677 件、女性は 2,871 件と

なっている。（上皮内がんを含むと 7,214 件、うち男性は 3,948 件、女性は 3,266 件。） 

部位別の割合は、男性では前立腺が 16.9％で最も多くなっている。次いで大腸（結腸・

直腸）15.0％、胃 14.3％、肺が 14.0％となっている。女性では乳房が 20.8％と最も多く、

次いで大腸（結腸・直腸）14.3％、肺 9.5％、胃 9.4％となっている。 

 

 

図３ 部位別の罹患割合（％）（上皮内がんを除く）2021年  

（Ⅱ付表 表 1-Aのデータをもとに作成） 

 

 

男性　全年齢　　　　　　　　　　3,677 件  女性　全年齢　　　　　　　　　　2,871 件
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（２）年齢階級別の罹患割合 

 年齢別にみると、男女とも 75 歳以上の割合がほぼ半数（男性 49.7%、女性 49.8%）

を占めている。 

働き盛りの 40-64 歳の年齢層は、男性が 15.0%、女性が 22.4%となっている。 

 

図４ 年齢階級別の罹患数と割合（％）（上皮内がんを除く） 2021年 

（Ⅱ付表 表 2-Aのデータをもとに作成） 
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図５ 年齢階級別に見た部位別の罹患割合（％）（上皮内がんを除く）2021年 

（Ⅱ付表 表 2-Aのデータをもとに作成） 
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男性　40-64歳 552 件 　女性　40-64歳 642 件

男性　65-74歳 1,270 件 　女性　　65-74歳 720 件
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（３）部位別年齢階級別罹患率 

男性の胃がんは 55 歳前後から、女性の乳がんは 40 歳前後から増え始める。子宮頸が

んは 20 歳以上 50 歳未満では上皮内がんが高くなっている。 

 

図６ 部位別年齢階級別罹患率：人口 10万対 2021年 

(Ⅱ付表 表 3-A、Bのデータをもとに作成) 
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（４）高知県のがん罹患の特徴 

 ①部位別粗罹患率 

胃、大腸、肺、肝および肝内胆管、膵臓、男性の前立腺、女性の乳房、子宮に限っ

て高知県と全国を比較すると、女性の子宮を除いて高知県の方が全国より粗罹患率が

高い。 

 

図７－１ 部位別粗罹患率（人口 10万対）：高知県と全国の比較 2021年 

（Ⅱ付表 表 1-Aのデータをもとに作成） 
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②部位別年齢調整罹患率 

胃、大腸、肺、肝および肝内胆管、膵臓、男性の前立腺、女性の乳房、子宮に限っ

て高知県と全国を比較すると、男性の胃、大腸、肺、肝および肝内胆管、膵臓、女性

の胃、肝および肝内胆管、膵臓、乳房では高知県の方が全国より年齢調整罹患率が高

いが、男性の前立腺、女性の大腸、肺、子宮では高知県の方が全国より年齢調整罹患

率が低い。 

 

図７－２ 部位別年齢調整罹患率（人口 10万対）：高知県と全国の比較 2021年 

（Ⅱ付表 表 1-Aのデータをもとに作成） 
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③二次医療圏別罹患の部位別割合 

 二次医療圏の間で、上皮内がんを除く罹患数の部位別割合を、性別に比較した（図

８には高知県での上皮内がんを除く罹患数の部位別割合（性別）も併記）。 

 男性では、安芸医療圏を除くすべての医療圏で第 1 位は前立腺である。安芸医療圏

では、胃と大腸の割合が同率 1 位である。部位別割合の第 2、3、4 位は、幡多医療圏

では胃、肺、大腸、高幡医療圏と中央医療圏では大腸、肺、胃である。胃と大腸が同

率 1 位の安芸医療圏では第 3、4 位が前立腺、肺である。 

 女性では、安芸医療圏でのみ第 1 位が大腸で、他の医療圏では第 1 位は乳房である。

部位別割合の第 2、3、4 位は、幡多医療圏では大腸、胃、肺、高幡医療圏では大腸、

肺、膵臓、中央医療圏では大腸、同率 3 位で肺、胃、安芸医療圏では乳房、同率 3 位

で肺と胃である。 

 

図８ 二次医療圏別罹患の部位別割合（％） 2021年 

（Ⅱ付表 表 4のデータをもとに作成） 
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（５）部位別の発見経緯 

 がん検診・健康診断・人間ドックが発見経緯となった者の割合は、子宮頸部で 37.3％

と最も多く、次いで乳房（女性のみ）で 24.1％、大腸で 17.2％、肺で 15.8％、前立腺で

15.0％となっている。 

 

図９ 部位別の発見経緯（％）：対象は国内 DCOを除く届出患者 2021年 

（Ⅱ付表 表 5-A、Bのデータをもとに作成） 

 

胃

肺*

子宮頸部*
前立腺

13.6 

17.2 

2.3 

15.8 

24.1 

37.3 

15.0 

41.7 

31.4 

68.6 

51.3 

16.6 

33.1 

43.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

44.6 

51.4 

29.1 

32.7 

59.3 

29.7 

42.0 

胃

大腸（結腸・直腸）*

肝および肝内胆管

肺*

乳房（女性のみ）*

子宮頸部*

前立腺

がん検診・健康診断・人間ドック 他疾患の経過観察中 剖検発見 その他不明

 
 ＊ 上皮内がんを含む。大腸（結腸・直腸）の上皮内がんは粘膜がんを含む。 

小数点以下まるめのため、Ⅱ付表 表 5-A、B のデータとは一致しない場合がある。 
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（６）部位別の病期 

  がん検診・健康診断・人間ドックでの発見が最も多い子宮頸部において、発見時の病

期が上皮内がんの割合が高い。 

 

 

図 10 部位別発見時の病期（％）：対象は国内 DCOを除く届出患者 2021年 

（Ⅱ付表 表 6-1A、Bのデータをもとに作成） 

食道*
胃
結腸*
直腸*
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺*
乳房（女性のみ）*
子宮頸部*
子宮体部
前立腺

11.3 

13.9 

9.8 

3.0 

10.5 

76.7 

25.8 

53.8 

37.0 

39.5 

64.9 

17.9 

21.7 

34.7 

58.3 

11.4 

64.4 

57.3 

9.7 

10.0 

11.4 

19.9 

3.7 

2.3 

8.3 

7.9 

18.4 

0.0 

5.6 

2.1 

31.7 

12.4 

14.0 

12.0 

11.0 

32.9 

21.4 

12.6 

2.1 

8.5 

12.2 

15.3 

16.7

19.4

18.5

13.7

9.4

27.7

40.7

33.7

5.2

1.3

10.0

14.0

4.8

4.3

5.2

5.0

11.0

19.1

8.0

8.1

5.5

2.1

7.8

11.2

食道*

胃

結腸*

直腸*

肝および肝内胆管

胆のう・胆管

膵臓

肺*

乳房（女性のみ）*

子宮頸部*

子宮体部

前立腺

上皮内 限局 リンパ節転移 隣接臓器浸潤 遠隔転移 不明

 

＊ 上皮内がんを含む。結腸と直腸の上皮内がんは粘膜がんを含む。 
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（７）初回治療方法 

 切除術が結腸、直腸、子宮体部では 80％を超え、胃、乳房（女性のみ）、子宮頸部で

も 70％を超えて高い割合を占めている。 

 

図 11 初回治療の方法（％）：対象は国内 DCOを除く届出患者 2021年 

（Ⅱ付表 表 7-A、Bのデータをもとに作成） 
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53.5 

50.0 

71.9 

85.9 

92.2 

30.4 

37.0 

26.3 

39.5 

73.8 

79.2 

81.1 

33.7 

9.0 

38.9 

19.9 

0.4 

0.0 

5.6 

1.3 

0.0 

1.2 

14.5 

26.0 

10.2 

1.1 

9.1 

38.1 

43.9 

45.2 

23.1 

19.6 

29.4 

40.5 

17.3 

49.8 

37.6 

80.1 

11.9 

44.4 

59.4 

2.9 

0.6 

0.5 

0.3 

0.4 

0.0 

37.1 

0.6 

0.6 

0.9 

0.3 

5.1 

0.0 

0.2 

20.7

12.7

25.3

22.5

15.5

10.4

30.4

54.3

43.1

27.9

6.7

9.7

13.3

16.9

全部位*

口腔・咽頭

食道*

胃

結腸*

直腸*

肝および肝内胆管

胆のう・胆管

膵臓

肺*

乳房（女性のみ）*

子宮頸部*

子宮体部

前立腺

切除

放射線

薬剤

その他の治療

特異的治療なし・不明

 
＊ 上皮内がんを含む。結腸と直腸の上皮内がんは粘膜がんを含む。 

切除には、外科的、体腔鏡的、内視鏡的手術を含む。 

薬剤には、化学療法、内分泌療法を含む。 

小数点以下まるめのため、Ⅱ付表 表 7-A、B のデータとは一致しない場合がある。 
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５ 死亡 

（１）部位別の死亡割合 

2021 年のがんが原因の死亡者は 2,614 人であった。うち男性は 1,533 人、女性は 1,081

人となっている。 

部位別の割合の第 1 位は男女とも肺であり、それぞれ 20.2％、14.7％であった。男性

では、次いで胃 13.4％、大腸（結腸・直腸）12.3％、膵臓 9.5%、肝および肝内胆管 8.0％、

と続き、女性では、膵臓 12.8％、大腸（結腸・直腸）13.1％、胃 9.3%、乳房 8.1%と続

く。 

 

 

図 12 部位別の死亡割合（％） 2021年 

（Ⅱ付表 表 10のデータをもとに作成） 

男性　全年齢　　　　　　　　　1,533 件 　　　女性　全年齢　　　　　　　　　1,081件

胆のう・胆管
膵臓
喉頭
肺
皮膚
乳房

前立腺
膀胱

脳・中枢神経系
甲状腺
悪性リンパ腫
多発性骨髄腫
白血病
その他の部位

2.1 

3.8 

13.4 

7.6 

4.6 

8.0 

4.9 

9.5 

0.3 

20.2 

0.8 

0.0 

6.7 

2.9 

3.3 

0.9 

0.1 

2.8 

0.7 

2.5 

4.7 

口腔・咽頭

食道

胃

結腸

直腸

肝および肝内胆管

胆のう・胆管

膵臓

喉頭

肺

皮膚

乳房

前立腺

膀胱

腎・尿路（膀胱除く）

脳・中枢神経系

甲状腺

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

その他の部位

1.5 

1.2 

9.3 

10.1 

3.1 

6.0 

6.8 

12.8 

0.0 

14.7 

0.5 

8.1 

3.8 

3.1 

1.6 

2.1 

1.3 

0.9 

3.9 

1.3 

2.5 

5.4 

口腔・咽頭

食道

胃

結腸

直腸

肝および肝内胆管

胆のう・胆管

膵臓

喉頭

肺

皮膚

乳房

子宮

卵巣

膀胱

腎・尿路（膀胱除く）

脳・中枢神経系

甲状腺

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

その他の部位

 

 

 

 

 

 

（２）年齢階級別死亡状況 

 年齢階級別の死亡数と死亡割合を図 13 に示す。がんが原因の死亡者のうち、男性では

60.9％が、女性では 71.3％が 75 歳以上である。 

部位別に年齢階級別死亡率（図 14）をみると、女性の若年層では、子宮頸がんの罹患

率が高いのに、子宮頸がんの死亡率が低い。これは、若年層に早期がんが多いためと考

えられる。 
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図 13 年齢階級別の死亡数と割合（％） 2021年 

（Ⅱ付表 表 11のデータをもとに作成） 

 

年齢階級 死亡数 死亡数 年齢階級

14歳以下 2 1 14歳以下

15-39歳 5 7 15-39歳

40-64歳 139 98 40-64歳

65-74歳 454 204 65-74歳

75歳以上 933 771 75歳以上

合計 1,533 1,081 合計

男性 女性
14歳

以下
0.1%

15-39

歳
0.6%

40-64

歳
9.1%

65-74

歳
18.9%75歳

以上
71.3%

14歳

以下
0.1%

15-39

歳
0.3%

40-64

歳
9.1%

65-74

歳
29.6%

75歳

以上
60.9%

 
 

図 14 部位別年齢階級別死亡率：人口 10万対 2021年 

（Ⅱ付表 表 12のデータをもとに作成） 
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（３）高知県の部位別がん死亡の特徴 

 ①部位別粗死亡率 

胃、大腸、肺、肝および肝内胆管、膵臓、男性の前立腺、女性の乳房、子宮に限っ

て高知県と全国を比較すると、男女とも高知県の方が全国より粗死亡率が高い。 

 

図 15－1 部位別粗死亡率（人口 10万対）：高知県と全国の比較 2021年 

（Ⅱ付表 表 10のデータをもとに作成） 

肺
皮膚
乳房
子宮
(子宮頸部)
(子宮体部)
卵巣
前立腺
膀胱

甲状腺

白血病

全国値はがんの統計より手入力

10.0 

18.4 

63.9 

58.6 

36.4 

22.1 

38.0 

23.4 

45.5 

1.6 

96.6 

4.0 

0.0 

32.1 

14.0 

15.6 

4.4 

0.6 

13.4 

3.1 

12.1 

9.4 

14.9 

45.6 

47.0 

30.5 

16.6 

26.7 

16.1 

32.4 

1.2 

89.3 

1.4 

22.1 

10.8 

10.5 

2.9 

1.1 

12.8 

3.8 

9.3 

0 30 60 90 120

口腔・咽頭

食道

胃

大腸（結腸・直腸）

(結腸)

(直腸)

肝および肝内胆管

胆のう・胆管

膵臓

喉頭

肺

皮膚

乳房

子宮

(子宮頸部)

(子宮体部)

卵巣

前立腺

膀胱

腎・尿路（膀胱除く）

脳・中枢神経系

甲状腺

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

男性
高知県（2021年）

全国(2021年）

4.5 

3.6 

28.1 

39.6 

30.4 

9.2 

18.1 

20.6 

38.4 

0.0 

44.3 

1.4 

24.5 

11.4 

6.1 

4.5 

9.5 

4.7 

6.4 

3.9 

2.8 

11.7 

3.9 

7.5 

3.8 

3.3 

22.9 

38.6 

29.5 

9.1 

13.0 

13.6 

30.5 

0.1 

36.3 

1.4 

23.5 

10.8 

4.6 

4.3 

8.1 

4.8 

5.6 

2.1 

2.0 

9.8 

3.2 

5.7 

0 25 50

口腔・咽頭

食道

胃

大腸（結腸・直腸）

(結腸)

(直腸)

肝および肝内胆管

胆のう・胆管

膵臓

喉頭

肺

皮膚

乳房

子宮

(子宮頸部)

(子宮体部)

卵巣

前立腺

膀胱

腎・尿路（膀胱除く）

脳・中枢神経系

甲状腺

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

女性高知県（2021年）

全国(2021年）

 
注）全国の値は、公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計 2023」より引用（男性の乳房の全国の値は冊子に非掲載）。 
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②部位別年齢調整死亡率 

胃、大腸、肺、肝および肝内胆管、膵臓、男性の前立腺、女性の乳房、子宮に限っ

て高知県と全国を比較すると、高知県の方が全国より年齢調整死亡率が高い部位は、

男女の胃、男性の大腸、肝および肝内胆管、膵臓、前立腺、女性の肺である。他（男

性の肺、女性の大腸、肝および肝内胆管、膵臓、乳房、子宮）では、高知県の方が全

国より年齢調整死亡率が低い。 

 

図 15－2 部位別年齢調整死亡率（人口 10万対）：高知県と全国の比較 2021年 

（Ⅱ付表 表 10のデータをもとに作成）  

子宮

卵巣
前立腺
膀胱

甲状腺

白血病

全国値はがんの統計より手入力
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21.7 

13.2 
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6.9 

16.4 
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31.4 

1.6 
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0.5 
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0.6 

6.7 

3.5 

3.9 

1.8 
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白血病
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高知県（2021年）

全国(2021年）
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0.0 
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3.1 

2.2 
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0.5 

1.1 

2.4 

0.4 
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11.6 

5.7 

2.7 

2.1 

4.2 

1.0 

1.4 

1.2 

0.5 

2.6 

0.9 

2.1 

0 10 20 30 40 50

口腔・咽頭

食道

胃

大腸（結腸・直腸）

(結腸)

(直腸)

肝および肝内胆管

胆のう・胆管

膵臓

喉頭

肺

皮膚

乳房

子宮

(子宮頸部)

(子宮体部)

卵巣

前立腺

膀胱

腎・尿路（膀胱除く）

脳・中枢神経系

甲状腺

悪性リンパ腫

多発性骨髄腫

白血病

女性高知県（2021年）

全国(2021年）

 
全国の値は、公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計 2023」より引用（男性の乳房の全国の値は冊子に非掲載）。 
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 用語の説明  

 

注）各用語に記載の数式は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和 3 年全国がん登録罹患数・

率報告」からの転載である。 

 

１）罹患数 

ある集団で一定期間に新たにがんと診断された数。同じ人に複数のがん（多重がん）

が診断された場合には、それぞれの診断年で集計に含まれる。 

 

２）罹患率 

罹患数を登録対象地域の人口で割った値。通常は１年間の 10万人あたりの罹患数で表

現される。 

 

３）死亡罹患比 MI比（Mortality /Incidence Ratio） 

一定期間におけるがん死亡数とがん罹患数との比。死亡統計を完全とし、生存率を一

定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。生存率が低い場合、または届出が

不十分な場合に高くなる。一方、生存率が高い場合、または患者同定過程に問題があり、

１人の患者を誤って重複登録している場合に低くなる。現在のがん患者の生存率の水準

より、全がんで≦0.5程度が妥当と推計されている。 

 

 

４）遡り調査 

届出がなされていないが死亡診断書においてがんで死亡したと判明した患者について、

死亡診断書を作成した医療機関に対して、診断時情報を補完するために行う調査。 

 

５）DCN（Death Certificate Notification） 

死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がなく、死亡者情報票で初めて把握さ

れたがんを指す。DCNは届出の漏れであり、遡り調査の対象になる。DCNの割合が高けれ

ば登録の完全性が低い（登録漏れが多い）ことが推察される。 

 

６）DCI（Death Certificate Initiated） 

 死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例（DCN）から、遡り調査の結果

がんではないことが確認されたものを除いた残りの部分。この部分を死亡情報を契機に登

録されたがんと呼ぶ。医療機関に対する遡り調査の結果、がんの診断が確認され、診断・

治療情報を得られた症例と、遡り調査を行っても医療機関から診断・治療情報を得られな

かった死亡情報のみの症例（DCO 症例）との合計である。DCI の割合（DCI％）は罹患統計

の完全性の指標である。DCI％が高ければ登録の完全性が低い（登録漏れが多い）ことが推
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察される。 

 

 

 

７）DCO（Death Certificate Only） 

死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例（DCN）のうち、遡り調査に

対して医療機関から診断・治療情報を得られなかった場合等、該当症例の確認ができな

かったために、死亡情報のみで登録されたもの。DCOの割合（DCO％）は罹患統計の質の

指標である。DCO％が高いと診断精度が低く、登録の正確性が低いとみなされる。 

 
 

８）罹患日 

届出による登録例は初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする。また届

出がなく、死亡者情報票のみでの登録例は死亡年月日を罹患年月日とし、遡り調査によ

って診断日が得られた場合はその診断年月日を罹患年月日とする。 

 

９）粗罹患率（粗死亡率） 

一定期間の罹患数（死亡数）を単純にその期間の人口で割った罹患率（死亡率）。年齢

調整をしていない罹患率（死亡率）という意味で「粗」と表現されている。日本人全体

の罹患率（死亡率）の場合、通常１年単位で算出され、「人口 10万人のうち何例罹患（死

亡）したか」で表現される。年齢構成の異なる集団間で比較する場合や同一集団の年次

推移を見る場合には、年齢構成の影響を除去した年齢調整罹患率（年齢調整死亡率）等

が用いられる。 

 

 

10）年齢階級別罹患率（年齢階級別死亡率） 

年齢階級別に算出した罹患率（死亡率）。通例、５歳階級ごとに算出され、例えば「40

～44歳人口 10万人のうち何人罹患（死亡）したか」で表現される。 

    

  

 

11）年齢調整罹患率（年齢調整死亡率） 

仮に２つの集団の粗罹患率（粗死亡率）に差があっても、その差が真の罹患率（死亡

率）の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのかの区別がつかない。そこで、年齢

構成が異なる集団の間で罹患率（死亡率）を比較する場合や、同じ集団で罹患率（死亡

率）の年次推移を見る場合に年齢調整罹患率（年齢調整死亡率）が用いられる。年齢調

整罹患率（年齢調整死亡率）は、集団全体の罹患率（死亡率）を基準となる集団の年齢

-67-



構成（基準人口（昭和 60 年モデル日本人口または世界モデル人口））に合わせた形で求

められる。 

 

 

12）累積罹患率 

一人がその年齢別罹患率で一定の年齢までにがんに罹る割合に相当する。年齢別罹患

率の合計値として計算される。 

 

 

 罹患数の集計方法  

医療機関からの報告・登録情報に、死亡者情報票（がんを原死因とする死亡者情報票を

C票、がん罹患情報の補完に活用し、がん以外を原死因とする死亡者情報票を NC票と呼ぶ。）

を照らし合わせて、医療機関からの報告・登録漏れ（DCN）を把握する。DCN については、

死亡診断医療機関に報告を依頼する（遡り調査）。遡り調査の結果、がんではないことが確

認されたものを除き、死亡者情報票を契機に登録されたがん（DCI）として登録する。報告

される罹患数は、「遡り調査前に医療機関から届出がなされた症例数」、「遡り調査の結果、

がんの診断が確認された症例数」、そして、「遡り調査に対して医療機関から診断・治療情

報を得られなかった死亡情報のみの症例数（DCO症例数）」の合計である。 

標準データベースシステムを用いて

行われてきた地域がん登録では、適時

性に配慮し、慣習的に、DCN全例につい

て死亡年を罹患年として罹患数集計が

行われてきた。しかし、全国がん登録

データと連携する都道府県がんデータ

ベースシステムを用いる罹患数集計で

は、国際ルールに則り、DCNの罹患年と

して、がんの診断が確認された症例で

は診断年が DCO 症例では死亡年が採用

されている。 

 

 人口  

 罹患率や死亡率の算出においては、総務省統計局の人口推計を採用している。なお、罹

患率の算出には総人口、死亡率の算出には日本人人口を用いる。 

（全国）男女、総人口、日本人人口、各歳階級、100 歳以上まるめ 

（都道府県）男女、総人口、日本人人口、5 歳階級、85 歳以上まるめ（国勢調査年以外）、

100歳以上まるめ（国勢調査年） 
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 二次保健医療圏別の 2021年届出数  

 

二次保健医療圏名 届出数 遡り調査票 

調査票 安 芸 290 

 

15 

 中 央 8,920 93 

高 幡 272 11 

幡 多 860 30 

合 計 10,342 149 

 

 

 

 

 遡り調査  

2021 年の死亡者の遡り調査実施結果を表３に示す。 

 

表３．遡り調査 

死亡年 調査依頼数 
調 査 依 頼 

医療機関数 
回答数 回答率 

2021 年 200 80 200 100% 
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Ⅳ 全国がん登録及び

高知県がん登録推進事業に係る情報の

提供に関する事務処理要綱
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全国がん登録及び高知県がん登録推進事業に係る情報の提供に関する事務処理要綱

（目的）

第１条 この要綱は、がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下、「法」

という。）に基づき、全国がん登録における高知県に係る都道府県がん情報及びその匿名

化が行われた情報並びに高知県がん登録推進事業における高知県がん情報及びその匿名

化が行われた情報の提供に関する事務処理を明確化し、これらの事務を適切かつ円滑に

実施できるようにすることを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び「全国がん登録 情報の提供マニュアル」

（平成 30年３月 13 日付け健発 0313 第２号厚生労働省健康局長通知別添。以下「提供マ

ニュアル」という。）において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

(１) 高知県がん情報

この要綱において「高知県がん情報」とは、高知県がん登録推進事業において登録さ

れた平成 27年までのがんに係る情報をいう。

(２) 情報

この要綱において「情報」とは、都道府県がん情報及びその匿名化が行われた情報並

びに高知県がん情報及びその匿名化が行われた情報の総称をいう。なお、「匿名化が行

われた情報」には、特定匿名化情報だけではなく、特定匿名化情報として全国がん登録

DB に記録されていないものの、提供依頼申出者から提供を求められたため、匿名化を

行い提供する情報も含まれる。

(３) 審査委員会

この要綱において「審査委員会」とは、知事が意見を聴く「高知県全国がん登録情報

提供等審査委員会」（高知県全国がん登録情報提供等審査委員会規則平成 30 年 12 月 18

日高知県規則第 78 号）をいう。

（運用体制等）

第３条 高知県健康政策部健康対策課（以下「健康対策課」という。）は、情報の提供に関

して、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(１) 事前相談への対応

(２) 提供依頼申出者からの申出文書の受付

(３) 審査委員会の庶務

(４) 審査結果の通知

(５) 利用者による電子媒体等の収受に係る事務

(６) 調査研究成果の公表前確認
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(７) 情報の利用期間終了後の処置の確認

(８) 利用者による利用実績の報告に係る事務

(９) 提供状況の厚生労働大臣への報告

２ 高知県がん登録室（以下「がん登録室」という。）は、この要綱及び提供マニュアル等

に基づき、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(１) 情報及び定義情報等の保管、整備

(２) 応諾通知後の情報及び定義情報等の提供

３ 健康対策課及びがん登録室は、情報の保護等について、「全国がん登録における個人情

報保護のための安全管理措置マニュアル」（平成 30 年３月 13 日付け健発 0313 第１号厚

生労働省健康局長通知別添。以下「安全管理措置マニュアル」という。）に基づき、業務

を行うものとする。 なお、当該マニュアルの改訂があった場合は、最新の安全管理措置

マニュアルに従うものとする。

４ がん登録情報の提供の申出について当該情報を利用するに当たっての遵守事項は、「全

国がん登録及び高知県がん登録推進事業に係る情報利用規約」（平成 31年２月８日制定。

以下「利用規約」という。）に定める。

５ 審査委員会は、知事の諮問に対し審査を行うにあたっては、審査の統一性の確保に資す

るために、提供マニュアルの別添として定める「全国がん登録情報の提供の審査の方向性」

を参考とする。

６ 知事は、提供依頼申出に係る手続きの円滑化及び審査委員会による審査の透明性等を

確保する観点から、策定したこの要綱等を県ホームページ等を通じて公表する。

（情報及び定義情報等）

第４条 がん登録室は、情報の提供の用に資するための電子化された情報を定義情報等と

ともに適正に保管するものとする。また、知事が提供依頼申出者からの情報の提供に関す

る事前相談対応やその事務等に資するため、がん登録室は、定義情報等の整備を行うとと

もに、情報及び定義情報等の存在の有無・所在とその保管状況を把握し、情報管理リスト

（様式第１号）の作成を行うものとする。なお、 提供依頼申出者が最新の情報に基づい

て事前相談ができるよう、当該リストの更新は事前相談や申出受理等の都度行うものと

する。

（事前相談）

第５条 健康対策課は、情報の提供について、提供依頼申出希望者からの連絡及び相談等が

あった場合、法の趣旨や提供を申し出ることができる者の要件、審査委員会による審査の

要否及び審査の方向性、利用の制限（秘密保持義務、利用期間、提供可能な情報等）、安

全管理義務等並びにその他手続等における不明な点について説明を行う。
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（提供依頼申出者）

第６条 提供を申し出ることができる者は次に掲げる者とする。

(１) 法第 18条第１項各号に掲げる者

(２) 法第 19条第１項各号に掲げる者

(３) 法第 20条に該当する者

(４) 法第 21条第８項又は第９項に該当する者

２ 法第 21条の規定に基づく利用の審査においては、以下の点に留意する。

(１) 大学や研究機関に所属する研究者、製薬企業をはじめとする民間事業者等による業

務について、その成果をがん医療の質の向上に資する形で遅滞なく社会に還元する場合

に、予防や生存率向上に関する調査、医薬品や医療機器の創出又は改善に資する調査、

研究又は開発等を目的とした利用が可能である。 ただし、特定の商品、役務、顧客に資

する業務（例、組織内部の業務上の資料、特定の顧客に対する資料）のみでは、相当の

公益性を有するものとは認められない。

また、成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客に

資する業務のみに用いることは、相当の公益性を持つ利用として認められない。

(２) 法第 20 条並びに第 21 条第８項及び第９項に規定されている目的の研究である場

合には倫理審査が必要であるため、内部に倫理委員会を設置していない事業者等は、大

学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。

（提供依頼申出者の別と利用目的等の関係）

第７条 提供依頼申出者別における提供を申し出ることのできる情報等については、提供

マニュアルに示されている表「提供依頼申出者の別と利用目的等の関係」のとおりとする。

（提供依頼申出者からの申出文書の受付）

第８条 提供依頼申出者は、以下に掲げる提供依頼申出書類等（以下「申出文書」という。）

により、知事に情報の提供を申し出るものとする。

(１) 申出文書

ア 法第 18 条第１項各号及び第 19条第１項各号並びに法第 21条第８項及び第９項に

規定される者による利用の場合は、申出文書（様式第２－１号）

イ 法第 20条に該当する者による利用の場合は、申出文書（様式第２－２号）

(２) 誓約書（様式第２－３号）

(３) 法第 18 条第１項各号及び第 19 条第１項各号に該当する者による利用の場合は、

理由書（様式第３号）

(４) 情報の提供を受ける際に使用する未使用の電子媒体（最新のウイルス定義が更新

されているコンピュータによりウイルス感染が無いことを確認済の未使用品）

(５) 簡易書留又はそれに同等する郵便追跡サービス付きの郵送方法に必要な郵便切手
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を貼付した返信用封筒

２ 提供の申出に係る調査研究の目的が「都道府県、市町村のがん対策の企画立案または実

施に必要ながんに係る調査研究（法第 18 条及び第 19 条に係る調査研究をいう。）」の場

合は、 研究計画書等、調査研究の内容等が分かる書類を添付するものとする。

３ 提供依頼申出者が、前項の目的のため、行政機関もしくは独立行政法人等から調査研究

の委託を受けた者又は行政機関若しくは独立行政法人等と共同して当該調査研究を行う

者（法第 18 条第１項第２号、第 19条第１項第２号）に該当する場合は、次に掲げる書類

を添付するものとする。

(１) 調査研究等の委託等に係る契約書等の写し

(２) 前号のほか秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合は当該覚書等の写し

(３) 前２号に該当する場合であって、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚

書等の写しが添付できないときは、委託契約締結前における申告書（様式第４－１号又

は様式第４－２号）を提出することで委託契約書及び覚書等に代えることができるも

のとする。この場合、契約締結後に速やかに委託契約書及び覚書等の写しを提出するこ

ととし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確認した後に情報の提供

を行うこととする。

４ 提供の申出に係る調査研究の目的が「がんに係る調査研究（法第 21条第８項及び第９

項に係る調査研究をいう。）」のための場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(１) 研究計画書等、調査研究の内容等が分かる書類

(２) 倫理審査委員会結果あるいは進捗状況が分かる書類

(３) 提供依頼申出者が法第 21条第８項に該当する場合、がんに係る調査研究であって

がん医療の質の向上等に資するものの実績を２以上有することを証明する書類

５ 提供依頼申出者が調査研究の一部を委託する場合は、次に掲げる書類を添付するもの

とする。

(１) 委託に係る契約書等の写し

(２) 前号のほか秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合は、当該覚書等の写し

(３) 前号に該当する場合であって、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚書

等の写しが添付できないときは、委託契約締結前における申告書（様式第４－１号又は

様式第４－２号）を提出することで委託契約書及び覚書等に代えることができるもの

とする。この場合、契約締結後に速やかに委託契約書及び覚書等の写しを提出すること

とし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確認した後に情報の提供を

行うこととする。

６ 法第 21条第８項に該当する者による利用の場合は、生存者について、次に掲げる書類

を添付するものとする。

(１) 当該がんに罹患した者から高知県がん情報が提供されることについて書面等の形

式で適切に同意を得ていることが分かる書類
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(２) 小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合は、「人を対象とする医学

系研究に関する倫理指針」（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告示第３号）の「第５章

第 13 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の手続き等」に準じるこ

ととし、その旨が分かる書類

７ 前項のうち、申出に係る調査研究が、法の施行日（平成 28年１月１日）前に当該調査

研究の実施計画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、そ

の規模等の事情を勘案して、法の施行日後に対象とされている者の同意を得ることが当

該調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものとして同意代替措置が講じられているもの

については、前項に規定する書類に代えて、次に掲げる書類を添付するものとする。

(１) 法の施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が５千人以上である

場合、その旨を証明する書類

(２) がんに係る調査研究を行う者が、法の施行日前からがんに係る調査研究の対象と

されている者と連絡を取ることが困難であることにより、同意を得ることが当該調査

研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについて厚生労働大臣の認定を受けている場合、

当該認定を証明する書類

(３) がんに係る調査研究を行う者が、調査研究の対象とされている者の同意を得るこ

とにより当該調査研究の結果に影響を与え、当該調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼ

すことについて厚生労働大臣の認定を受けている場合、当該認定を証明する書類

(４) 前２号に規定する厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、提供依頼申出者

は、申出文書（様式第２－２号）に併せて厚生労働大臣への進達依頼書（様式第５－１

号）、同意代替措置認定申請書（様式第５－２号）及び実施計画等が分かる書類を提出

するものとする。この場合、健康対策課は受理した申請書等を厚生労働省に送付し、当

該調査研究が厚生労働大臣の認定を受けた後に審査委員会に諮ることとする。

（申出文書の形式点検）

第９条 健康対策課は、提供依頼申出者が提出する申出文書を受領した場合、申出文書（様

式第２－１号別紙１又は様式第２－２号別紙）を用いて形式の点検を行う。

（申出文書の審査）

第 10 条 知事は、受領した申出文書が前項に基づき行う形式の点検に適合したときは、提

供依頼申出者が提供を求める情報の種類に応じ、次に掲げる事務を行う。

(１) 特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合は、当該提供の決定について、審査委

員会の意見を聴く。

(２) 匿名化が行われた都道府県がん情報の提供に該当する申出の場合は、当該匿名化

及び提供の決定について、審査委員会の意見を聴くものとする。

２ 法第 20条に基づく病院等への提供に該当する申出の場合は、必要に応じて審査委員会
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の意見を聴くものとする。

３ 審査委員会は、申出書類を審査し、情報提供の適否について申出文書（様式第２－１号

別紙１）を用いて、第１項各号の諮問に対する審査内容を知事に答申するものとする。

（申出文書等の記載事項の変更）

第 11 条 申出文書等の記載事項に変更が生じた場合は、変更点及び変更理由を記載した

情報の提供依頼変更申出文書（様式第６号）及び変更後の記載事項がある様式について提

出を必要とする。

２ 健康対策課は、前項の提出があった場合、必要に応じて審査委員会に意見を聴くことと

する。

３ 健康対策課は、これらの変更について適正に管理を行うものとする。

（審査結果の通知）

第 12 条 知事は、審査委員会による答申後、速やかに、提供依頼申出者に対して、当該申

出に対する審査結果に応じて、次の各号に掲げる通知を行う。

(１) 申出が応諾された場合

提供依頼申出者に対して応諾通知書（様式第７－１号）を送付する。申出事項を変更

し、又は、条件を付して提供を決定した場合には、その事項も併せて通知する。 また、

健康対策課は、提供依頼申出者に対して、次に掲げる事項の説明を行う。

ア 利用者は、法第 25 条から第 34 条までの規定により、「利用規約」及び「安全管理

措置マニュアル」に従い、情報の保護等に関する制限及び義務が課せられること。

イ 法の規定に違反に場合は、法第 52 条から第 60 条までの規定により罰則が適用さ

れること。

(２) 申出が応諾されなかった場合

提供依頼申出者に対して、不応諾通知書（様式第７－２号）を送付する。また、申出

時に受領した電子媒体等を併せて返却する。

２ 知事は、法第 20 条に基づく病院等への提供に該当する申出について、申出文書を受理

後、速やかに提供依頼申出者に対して審査結果の通知を行うものとする。

３ 知事は、提供依頼申出応諾後、速やかに、応諾通知書の写し及び第６条第１項第４号及

び第５号により提出された電子媒体及び返信用封筒を添えてがん登録室に送付する。

（情報及び定義情報等の提供）

第 13 条 がん登録室は、知事が応諾通知書により申出された情報を提供する旨通知した後、

速やかに提供依頼申出者に対し、情報の送付書（様式第８－１号）により、当該情報の電

子媒体転写分及び当該情報の定義情報等の提供等を行うものとする。また、都道府県がん

情報の提供に該当する申出の場合には、提供依頼申出者から、都道府県がん情報との照合
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のため、当該がんに係る調査研究を行う者が保有する情報の提供を受けた後の照合作業

についても、速やかに実施することとする。

２ がん登録室は、「安全管理措置マニュアル」に従い、提供依頼申出者に電子媒体又は紙

を移送する場合には、第８条第１項第５号により提供依頼者から提供された返信用封筒

を用いて、簡易書留又はそれに同等する郵便追跡サービス付きの郵送方法を利用するも

のとする。なお、情報漏えい防止の観点から、電子媒体転写情報は、暗号化しパスワード

を付して提供する。

３ 提供依頼申出者は提供を受けた情報を運搬する場合、移送中は当該個人情報に対して、

常に人を付け、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直接見ることができないように

するものとする。

４ 提供依頼申出者は、情報を受領後 14 日以内に知事に情報の受領書（様式第８－２号）

を提出する。

５ 知事は、第１項に基づき、利用者に提供した情報について、利用者が読み取りエラー等

の障害を発見し、情報を受領してから 14日以内に申し出た場合は、障害を確認した上で、

代わりの未使用の電子媒体と再送付用の返信用封筒の提供を受けた上で、提供電子媒体

の交換に応じるものとする。なお、当該申出に係る障害が、がん登録室の帰責事由による

場合は、提供依頼申出者からの返却にかかる費用及び再送付の費用を県が負担するもの

とする。

（調査研究成果の公表前の確認等）

第 14 条 知事は、利用者が調査研究成果を公表する前に、利用者に対し、公表予定の内容

について報告を依頼し、次の各号について確認するものとする。また、知事は、必要に応

じて審査委員会に意見を聴き、その成果により識別又は推定することのできるがんに罹

患した者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めた場合は、法第 37

条に基づき、利用者に対し必要な助言を行うものとする。

(１) 提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと。

(２) 特定の個人を識別しうる内容が含まれていないこと。

(３) 特定の個人を識別、推定しうる内容が含まれる場合、秘匿化等の必要な加工がされ

ていること。

（利用期間中の対応）

第 15 条 知事は、情報の秘密の保護の徹底を図る観点から利用状況について疑義が生じた

場合、利用者に対し、情報の取扱いに関し報告させるものとする（法 36条）。

２ 知事は、前項の報告において問題が解決しない場合には、情報の取り扱いに関し必要な

助言をするものとする（法第 37 条）。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づい

た監査等を行うものとする。
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３ 知事は、利用者から情報の漏えい、滅失若しくは毀損が判明した場合の報告、又はその

恐れの報告を受けた場合においては、第２項に準じて対応するものとする。

４ 知事は、前項における漏えい等の原因が災害又は事故等、利用者の合理的支配を超えた

事由である場合において、提供依頼申出者が再度提供の希望を申し出た場合は、必要な手

続き等を行うものとする。

（利用期間終了後の処置の確認）

第 16 条 提供依頼申出者は、当該利用期間の終了後、１か月以内に、利用後の処置及び提

供を受けた情報の利用実績について、廃棄処置及び実績報告書（様式第９号）により、知

事へ報告を行うものとする。また、知事は、確実に廃棄が実施されているかについて疑義

が生じた場合には、提供依頼申出者から情報の取扱いに関し報告させ、確認を行うものと

する。

２ 知事は、報告において問題が解決しない場合には、情報の取り扱いに関し必要な助言を

するものとする（法第 37 条）。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査

等を行うものとする。

（知事による利用）

第 17 条 知事は、法第 18 条第１項に基づき、がん対策の企画立案又は実施に必要ながん

に係る調査研究のため、本県に係る都道府県がん情報、これに係る特定匿名化情報又は高

知県がん情報を自ら利用する場合は，審査委員会の意見を聴くものとする。

（提供状況の厚生労働大臣への報告）

第 18 条 知事は、法第 42 条に基づき、厚生労働大臣の求めに応じ、法第２章第３節の規定

による情報の提供の施行の状況について報告を行う。

２ 知事は、利用者に国外に在る者を含む場合に情報を提供する場合、国立がん研究セン

ターに相談するとともに、該当する情報提供の審議完了後２か月以内に様式第 10 号によ

り厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課へ報告する。

（その他）

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、全国がん登録に係る高知県がん登録情報提供に関

する事務に関して必要な事項については、別に定める。

附則

（施行期日）

この要綱は、平成 31年２月８日から施行する。
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附則

この要綱は、令和元年９月 18日から施行する。

附則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和３年１月 18日から施行する。

附則

この要綱は、令和３年３月２日から施行する。

附則

この要綱は、令和３年６月 21日から施行する。

附則

この要綱は、令和４年２月 22日から施行する。

附則

この要綱は、令和５年３月 15日から施行する。

附則

この要綱は、令和６年６月 12日から施行する。

附則

この要綱は、令和７年７月 10日から施行する。
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Ⅴ 全国がん登録及び

高知県がん登録推進事業に係る

情報利用規約
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全国がん登録及び高知県がん登録推進事業に係る情報利用規約

平成 31 年２月８日制定

令和２年４月１日改正

令和６年６月 12 日改正

令和７年７月 10 日改正

高 知 県 知 事

１ 総則

(１) 本規約は、がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下、「法」

という。）の規定に基づき、提供依頼申出者及び利用者が、高知県知事（以下「知事」

という。）から情報の提供を受け、利用するにあたって遵守すべき利用規約を定めるも

のである。

(２) 本規約は、提供依頼申出者及び利用者によって、本規約を遵守すること等を内容と

した情報の提供の申出に係る誓約書（以下「誓約書」という。）が提出される際に併せ

て、締結されるものである。

(３) 情報を提供するために必要な一切の手段については、法、がん登録等の推進に関す

る法律施行令（平成 27 年政令第 323 号。以下「政令」という。）、がん登録等の推進に

関する法律施行規則（平成 27年省令第 127 号。以下「省令」という。）、「全国がん登録

情報の利用マニュアル」及び「全国がん登録 情報の提供マニュアル」（以下「マニュア

ル」という。）、知事が定める「全国がん登録及び高知県がん登録推進事業に係る情報の

提供に関する事務処理要綱」（以下「事務処理要綱」という。）並びに本規約に特別の定

めがある場合を除き、知事がその責任において定める。

(４) 提供依頼申出者及び利用者は、日本国の法令、マニュアル及び事務処理要綱等に基

づき、本規約を履行しなければならない。 マニュアルが改正された場合は、新たに有

効とされたマニュアルに基づくものとする。

(５) 本規約に定める請求、通知、報告、申出、応諾及び解除は、書面により行わなけれ

ばならない。

(６) 本規約に関して用いる言語は、日本語とする。なお、本規約で使用する用語は、全

国がん登録 情報の提供マニュアル及び事務処理要綱の用語の定義に従うものとする。

２ 情報の提供及び利用

(１) 知事は、本規約及びマニュアルに基づき、提供依頼申出者に対し、情報を提供する。

(２) 知事は、何らかの理由により、（１）に基づく情報の提供が遅延する場合には、そ

の旨及びその理由を提供依頼申出者に対して通知するものとする。提供依頼申出者は、

情報の提供が遅延した場合、応諾通知書に記載された情報の利用期間の延長を求めるこ
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とができる。延長日数は、知事と協議の上決定するものとする。

（３) 知事が提供する情報は、その情報の選択及び体系的な構成を知事が自ら決定する

ものであり、提供する情報がデータベースの著作物として保護を受ける場合、その著作

権は、知事が保有し、行使するものとする。

(４) 利用者は、申出文書に記載された利用者及び利用目的の範囲に限り、本規約に従い、

提供を受けた情報を利用するものとする。

(５) 利用者は、本規約、誓約書、申出文書及びマニュアルに従って情報を利用するもの

とする。

(６) 利用者は、知事が利用の停止を含め、提供した情報に関する指示をした場合、その

指示に従うものとする。

３ 管理

(１) 利用者は、提供を受けた情報を消去するまでの間、申出文書に記載した又は知事に

より指示を受けた管理方法に基づき適正に情報を管理するものとする。

（２) 情報を媒体で受領した場合、提供を受けた情報について、当該データを別の記憶装

置に複写・保存する行為は１回に限定する。別の記憶装置に保存された当該ファイルも、

提供を受けた情報として扱うものとする。

(３) 知事が利用者に利用状況の報告を求めた場合、利用者は随時対応することとし、報

告を求められた時から原則１週間以内に報告を行うものとする。

(４) 匿名化が行われた都道府県がん情報の国外にある機関等への提供が生じる場合、

国内の提供依頼申出者となった者は、当該機関等に対して本誓約内容を遵守させる責

任を負うものとし、当該機関等における情報の取扱いの状況を確認するために、利用者

及び利用環境等の監査等を速やかに行える体制を整えるものとする。

(５) 提供依頼申出者は、国内外を問わず、利用者による情報の利用状況等について、継

続的に管理・監督を行うものとする。

４ 利用の制限

提供依頼申出者及び利用者（①においては、利用者であった者を含む。）は、情報の利用

に当たり、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。

① 情報を利用する際は、申出文書に記載した範囲内での利用に限定し、申出文書に記載

のない第三者への譲渡、貸与その他の方法による利用は行わないこと。

② 知事が特に認める場合を除き、情報を用いて、特定の病院等を識別することを内容

とした研究を行わないこと。

③ 提供された情報について、偶然に特定の個人を識別しうる場合にあっては、その知見

を利用しないこと。また、速やかに県にその旨を報告すること。

④ 情報の提供申出に対する応諾通知書において、知事が情報の利用に当たり付加した
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条件がある場合には、当該条件を遵守すること。

⑤ 情報の提供は、本規約の有効期間中であっても、知事の判断でその運用を停止し、

提供した情報の利用の停止及び廃棄を求めることがあり得ること。

５ 作業の外部委託

(１) 提供依頼申出者が国、高知県又は高知県内の市町村である場合を除き、提供依頼申

出者及び利用者は、提供された情報を用いた調査研究の全部又は主要な部分を委託し

てはならないものとする。

(２) 研究を外部委託する場合（行政機関が委託する場合も含む。）は、委託先も利用者

とし、委託機関先との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出するこ

と、委託を受けた者が利用者として、誓約書を提供者に提出することを条件とし、委託

者は、当該受託した者を充分監督し、作業終了後は速やかに提供された情報、複写デー

タ、中間生成物及び最終生成物の消去をしなければならない。

６ 欠陥及び障害等

(１) 利用者は、情報の提供媒体を受領した後、直ちにその媒体の物理的障害の有無につ

いて確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、直ちに県に申し

出るものとする。

(２) (１)において、利用者はデータの受領後 14 日以内に、県に対して提供媒体の交換

を申し出ることができるものとする。その際、利用者は、県に当該データを返却し、県

は障害を確認した上で交換に応じるものとする。

(３) (１)の障害ががん登録室の帰責事由による場合は、利用者からの返却にかかる費

用及び再送付の費用は県が負担するものとする。ただし、その障害が利用者の媒体の取

扱い時に生じた傷など、利用者の帰責事由による場合は、当該費用は利用者が負担する

ものとする。

７ 申出文書等の変更

(１) 利用者は、以下の①～⑦に係る申出文書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに

変更申出文書及び当該箇所を修正した申出文書を知事に提出するものとする。

① 利用者の人事異動等に伴い、同一提供依頼申出者内の所属部署・連絡先又は氏名に

変更が生じた場合

② 利用者を追加又は除外する場合

③ 成果の公表形式を変更する場合 （例：新たに公表方法を追加する場合等）

④ 利用期間の延長を希望する場合

⑤ 利用者がセキュリティ要件を変更する場合
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⑥ その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な変更を行う場合

⑦ その他、⑥以外の微細な修正を行う場合

(２) 利用者は、申出文書の内容を変更する必要があるときは、変更申出文書及び変更内

容に応じて必要となる書式を健康対策課からの案内に従い提出する。知事は、審査委員

会の審査（（１）①、②若しくは⑦又は８（３）ただし書に規定する手続きの対象とな

る場合を除く。）を経た上で、応諾通知書又は不応諾通知書を提供依頼申出者に通知す

る。かかる変更を行う場合において、利用者は、知事から応諾の通知がない限り、当該

変更を行った後に情報の利用を行ってはならない。利用者は、知事より不応諾の通知が

なされた場合は、その指示に従うものとする。

８ 利用期間

(１) 利用者は、情報を申出文書等に記載した期間（以下「利用期間」という。）内のみ

利用できるものとする。なお、都道府県がん情報については、利用期間は原則利用を開

始した日から起算して５年を経過した日の属する年の 12月 31 日までの間とする。

(２) (１)において、期限を超えて情報を利用する必要が生じた場合（研究計画の変更等

によるものであり、７（１）④に該当する場合を除く。）は、利用者は、利用期間終了

前の審査会の事前相談締め切りまでに変更申出を行う旨を申し出ること。当該申出が

審査委員会で必要と認められた場合のみ、利用を開始した日から起算して 15年を経過

した日の属する年の 12 月 31 日又は申出文書に記載した期間の末日のいずれか早い日

までの間を利用期間とする。ただし、15 年を超える保有はできない。

（３） 知事は、当該依頼を受けた場合にあっては、利用期間の延長理由等を考慮し必要に

応じて当該依頼を認めることとする。ただし、利用者が利用期間の延長を希望する時点

で、情報を利用して行った研究や業務の成果の公表に係る手続きが進行中（論文執筆中

や査読の結果待ち等）の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載した

変更申出文書に、当該手続き中であることが確認できる書類を添えて知事に提出する

ことにより代えることができるものとする。

(４) 利用期間を超過した場合（提供依頼申出者があらかじめ知事に延長の申出を行い、

応諾されなかった場合を含む。）は、知事は利用者に対し速やかに当該情報、複写デー

タ、中間生成物及び最終生成物の消去を求めるものとする。

(５) 本規約は、利用期間が存続する限り、有効とする。

９ 実地監査等

(１) 知事は、情報の利用環境について利用者に対して実地監査を行い、利用者の業務

時間内において事業場等に立ち入り、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧

を求めることができる。

(２) 実地監査を行う場合、知事は、必要に応じてその職員及び提供者が適切と認めた
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者を利用者及び利用者が利用する情報の利用場所及び保管場所に派遣し、情報の利用

環境の実地検分及びヒアリングを実施するものとし、利用者は、これに応じるものとす

る。

(３) 実地監査を行う場合、知事は、検査を行う旨を必要に応じて事前に利用者に通知

するものとする。

10 情報の紛失・漏えい等

(１) 利用者は、情報の漏えい、滅失若しくは毀損が判明した場合、又はその恐れが生じ

た場合には、速やかに県へその内容及び原因を報告し、知事の指示に従うものとする。

(２) (１)における漏えい等の原因が災害又は事故等、利用者の合理的支配を超えた事

由である場合において、利用者が再度提供を希望する場合は、県に申し出た後、知事が

応諾した際には、必要な手続き等を行うものとする。

11 利用者の保証等

(１) 利用者は、申出文書、利用後の処置及び実績報告、その他情報の提供に関して知

事に提出した書類の記載内容を確認し、かつ、その内容が真実であることを表明し、

保証する。

(２) 利用者は、知事に対して提出した書類、その他知事に対する連絡の内容が、第三者

の知的財産権、プライバシー、営業秘密その他の権利を侵害していないことを表明し、

保証する。

(３) 利用者は、本規約に定める手続きを経ることなく、申出文書に記載された事項を変

更しないことを約する。

12 情報の処理

(１) 利用者は、情報の利用終了後（申出文書に記載した目的が達成できないことが判明

した場合を含む。）、ハードディスク、紙媒体等の情報及び中間生成物を消去し、廃棄処

置報告書により、知事へ報告するものとする。

(２) 利用者は、利用期間終了前に知事が情報の廃棄を指示したとき（利用者による本規

約の違反又は知事の判断による情報の提供の停止の場合を含む。）は、（１）に定める消

去の手続きに従わなければならないものとする。

(３) 利用者は、やむを得ない事情により情報を利用する研究や業務の達成が困難とな

った場合は、速やかに廃棄処置及び実績報告に理由を記載して知事に報告するととも

に、情報、その複写データ及び中間生成物を消去する。

13 成果の公表

(１) 利用者は、情報を利用した成果を、申出文書に記載した利用期間内に公表するもの
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とする。

(２) 利用者は、（１）の公表にあたっては、マニュアルに基づき対応することとし、論

文の投稿や学会又は研究会等での発表の２週間前までに知事に報告して確認を依頼す

ることとする。

(３) （１）の公表に際して、利用者は、情報を基に独自に作成・加工した資料等につ

いてはその旨を明記し、知事が作成・公表している資料等とは異なることを明らかにす

るものとする。

(４) 利用者は、申出文書に記載した利用期間内に情報を利用して行った研究や業務の

成果を公表できない場合は、知事に変更申出文書を提出することにより、その理由及

びその時点における成果を報告し、知事が必要と認めた場合、申出文書に記載した公

表時期を延長できるものとする。

14 解除

知事は、以下の①～⑤の事由のいずれかが発生したときは、利用者に対する通知により、

本規約を解除することができる。

① 本規約に基づく保証の違反を含め、本規約に違反し、知事が定める相当期間内に当該

違反が是正されないか、又は知事において是正が不可能と判断したとき。

② 利用者の情報の取扱いに関し、重大な過失又は背信行為があると知事が判断したと

き。

③ 申出文書に記載された学術研究等の目的が達成できる見込みがないと知事が判断し

たとき。

④ 利用者が知事に対し、申出文書の記載事項の変更の申出を行い、知事において、審査

の結果、これを不承認としたとき。

⑤ 利用者による本規約の重大な違反その他の事由により、情報の利用を行うことが不

適切であると知事が判断したとき。

15 法及び規約に違反した場合の措置

知事は、利用者が本規約に違反し、又は本規約の解除に当たる事由が存すると認められた

場合は、利用の停止を行い、本規約の解除の有無にかかわらず、以下の措置を執ることがで

きる。また、利用者は、本規約の終了後であっても、以下の措置が適用されることに同意す

る。

① 情報の速やかな返却並びに複写データ及び中間生成物の消去を行わせること。

② 一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。

③ 情報の提供の申出を受け付けないこと。

④ 情報を利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととすること。

⑤ 氏名を公表すること。
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16 知事の免責等

(１) 利用者は、本規約が締結された場合であっても、提供申出に係る情報の提供が遅れ

ること、これを提供しないこと、又は一旦提供した場合であっても、その返却を求める

場合があるとともに、これらにつき、知事は利用者に対し一切の責任を負わないことを

予め了承することとする。

(２) 利用者が情報を利用したことにより、何らかの不利益や損失を被る事態が生じた

としても、知事は利用者に対し、一切の責任を負わないものとする。

(３) 利用者が情報を用いて作成した資料等に関して、利用者と第三者との間で権利侵

害等の問題が生じたとしても、知事は一切の責任を負わないものとする。

(４) 本規約に違反した情報の利用により権利を侵害された第三者から知事に対して損

害賠償請求が行われ、その請求が認められた場合には、知事は当該賠償額相当について

利用者へ求償することができる。

17 規約終了後の措置

本規約が何らかの理由により終了した場合であっても、その条項の性質により、終了後も

効果の存続が予定されている条項は、その文言にしたがって効力を有するものとする。

18 その他

提供依頼申出者及び利用者並びに知事は、本規約に定めのない事項及び本規約に定める

条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の下に協議の上、これを

解決するものとする。
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